別添
令和８年度指定難病特定医療費支給認定申請等受付等業務仕様書
１　労働者派遣業務の概要
鳥取県（以下「県」という。）が行う難病の患者に関する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）に基づく特定医療費（指定難病）の支給認定申請書等（以下「特定医療費（指定難病）支給認定申請等」という。）に係る業務のうち、以下の業務について派遣元事業主（以下「派遣元」という。）から労働者派遣を行い、契約を履行するものとする。
２　業務内容
　特定医療費（指定難病）支給認定申請等（更新申請・変更申請・新規申請及び登録者証申請）における各業務。
（１）受付・システム関係業務
ア　受付・窓口対応業務
イ　システムの入力業務
ウ　受給者証の印刷業務
（２）形式的審査業務
（３）その他（１）及び（２）に付随する業務

３　派遣期間及び派遣場所
　（１）派遣期間　
　　　令和８年４月１日から令和８年１０月３１日
　（２）派遣場所
　　　鳥取県中部総合事務所倉吉保健所（倉吉市東巌城町２）
　　　鳥取県西部総合事務所米子保健所（米子市糀町１丁目１６０）

４　派遣人数
　　派遣元は、下記のとおり中部及び西部に派遣労働者を派遣するものとする。
	
	倉吉保健所
	米子保健所
	計

	４月
	１名
	２名
	３名

	５月
	２名
	５名
	７名

	６月
	４名
	９名
	１３名

	７月
	４名
	９名
	１３名

	８月
	２名
	９名
	１１名

	９月
	２名
	８名
	１０名

	１０月
	１名
	８名
	９名

	計
	１６名
	５０名
	６６名


※派遣人数は業務量に応じて変更できるものとし、状況に応じ協議し調整することとする。
　業務日ごとの担当者の人数については各月の初日までに保健所担当課に報告しなければならない。
※予定数量：７，５８０時間
　　
５　派遣労働者の就業条件等
（１）就業時間及び休憩時間
ア　就業時間　午前８時３０分から午後４時３０分まで又は午前９時から午後５時まで
イ　休憩時間　午前１１時から午後２時までの間に派遣労働者１名に対し各６０分
（２）就業日及び休日
ア　就業日　毎週月曜日から金曜日
イ　休　日　日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
（３）時間外勤務等　
　　　（２）のアに定める就業日において定める就業時間を超える時間の就業（以下「時間
外勤務」という。）又は（２）のイに定める休日における就業（以下「休日勤務」という。）
をする場合には、次により定める時間数及び日数の範囲内で行う。
ア　時間外勤務及び休日勤務の合計時間数が１か月３０時間以内
イ　休日勤務は、４週ごとの期間につき２日以内
（４）時間外勤務又は休日勤務における派遣料金
　　　（３）に定める時間外勤務又は休日勤務があった場合には、派遣料金の単価にそれぞれの区分に定める割合を乗じて得た額とする。
ア　１日の就業時間数が８時間を超える場合の当該８時間を超える就業時間及び１週間の就業時間数が４０時間を超える場合の当該４０時間を超える就業時間　１００分の１２５
イ　１か月の時間外勤務時間が６０時間を超える場合の当該６０時間を超える時間　１００分の１５０
ウ　日曜日勤務の就業時間　１００分の１３５

エ　日曜日以外の休日勤務の就業時間　１００分の１２５
（５）交通費
県は派遣労働者の自宅から就業場所までの交通費を負担しないものとする。

（６）派遣労働者の休暇取得
　　ア　派遣労働者が県の指定する派遣期間中に、休暇を取得する場合には、休暇取得日の前日までに、グループリーダーを通じて派遣先の指揮命令者に休暇の取得を申しでること。
　　イ　派遣元及び派遣労働者は、休暇の取得にあたっては、業務の進捗に支障をきたさないよう留意すること。
　　ウ　県は、業務の進捗に支障をきたすと判断した場合には、派遣元に対して代替の派遣労働者を求めることができるものとする。
（７）派遣労働者について
　　　派遣元は、派遣労働者が業務を履行するに当たり、次に該当する者を派遣すること。
　　ア　挨拶・報告・連絡・相談等はもちろん、電話及び対面での相談等、業務に必要な高いコミュニケーション能力を有すること。
　　イ　業務に県独自システム及びMicrosoft社のExcel、Wordを使用するため、基本的なPC操作が可能なこと（例：システムの打ち込み、Excelを使用した帳票の作成等）
　　ウ　派遣元は、派遣労働者が次の事項のいずれかに該当すると県が判断した場合は、派遣労働者を遅滞なく交代させなければならない。
　　　　（ア）２に定めた業務を行うことができないとき。
　　　　（イ）業務執行にあたって誤りが多いとき。
　　　　（ウ）勤務を懈怠するとき。
　　　　（エ）不適切な言動があるとき。
６　実施体制の構築
（１）従事者の区分
派遣元は、派遣業務の従事者について次のとおり区分し、中部及び西部に適切に人員を配置すること。
ア　グループリーダー
　　中部及び西部に各１名配置をすること。

（ア）派遣業務の責任者として業務の進行管理、業務の実施計画、仕様書に基づく人員配置、就業場所におけるスタッフ間の連絡調整及び勤怠管理等を行う。
（イ）スタッフとのミーティングを実施し、情報を共有することで業務に支障のない適正な体制を維持する。
（ウ）派遣元との派遣業務全体に係る連絡調整を行う。
　イ　スタッフ
　　（ア）県及びグループリーダーの指示や業務マニュアルに基づき業務処理を行う。

（２）従事者体制
ア　派遣元は、直ちにグループリーダーを１名選任し、県に報告しなければならない。
なお、グループリーダーを変更しようとする場合は直ちに県に報告し、協議しなければならない。
イ　派遣元は、繁忙期やトラブル時においても業務の継続的かつ円滑な履行に支障を来さないよう、柔軟な対応ができる体制を確立すること。
ウ　派遣元は、労働関係諸法令（労働基準法、職業安定法、最低賃金法、労働安全衛生法及び雇用保険法等）を遵守する。
（３）業務体制
　派遣を行う業務は、受給者の受給者証や自己負担額に直結する業務であるので、誤りが発生しないよう作業品質を確保できる体制を確保すること。万が一誤りが生じた場合は、直ちに県に報告するとともに、同様の誤りが生じないよう適切な処置を講じること。
７　派遣業務の内容
派遣労働者が履行する業務の内容は、次のとおりとする。なお、各業務において個人番号の取り扱いを含むものもある。
派遣労働者は、あらかじめ県が貸与又は提供する資料、県との打合せを通じて派遣業務の内容を把握すること。
なお、別図１「申請受付業務事務フロー」は、本項の派遣業務内容に係る標準的な事務フローであるので、参考とすること。

派遣労働者各人の業務の詳細については、派遣後、保健所担当課と調整を行い、派遣リーダーを主に人員配置等を定め、保健所担当課が承諾するものとする。

　（１）受付・窓口対応業務
　　　申請窓口に来所した申請者の対応（制度説明・書類の受理等）を行う。
　（２）更新申請案内の作成及び発送
　　　４月に更新申請案内の印刷・封筒封入・発送を行う。
　（３）形式審査業務
　　　受理した書類の正誤過不足の確認及び正誤過不足のある書類については申請者、医療機関等に補正の依頼を行う。
　（４）重症度判定業務
　　　厚生労働大臣が定める診断基準に基づく重症度分類により臨床調査個人票を確認し、重症度の判定を行う。
　（５）所得情報等の確認業務
　　　保健所担当課から提供された支給認定にかかる所得区分の仮決定を行う。
　（６）受給者情報入力業務
　　　鳥取県難病医療等公費負担管理システム（以下「難病システム」という。）に受給者情報を入力後、登録作業を行う。登録後、帳票出力を行う。
　（７）受給者証の印刷業務
　　　受給者証交付一覧票を作成、確認の後、受給者証を印刷する。
（８）受給者証の発送業務

　　　印刷された受給者証を封入し、発送する。
　

８　派遣業務の環境
（１）機器等の利用
ア　派遣労働者は、保健所担当課が用意した物品等を持ち出してはならない。ただし、協議により保健所担当課の承諾を得た場合を除く。
イ　派遣業務を実施するために必要な施設、什器備品、電子機器等、消耗品類及び電話は、必要数を保健所担当課が用意する。なお、保健所担当課と一部共用する。
ウ　その他の物品等を必要とする場合は、原則派遣労働者が用意するものとするが、詳細については、派遣労働者と保健所担当課が協議の上、決定する。
（２）システムの利用
派遣労働者は、別途健康政策課が提示する庁内ＬＡＮシステム利用に関する協定書を締結することにより、庁内ＬＡＮを経由して以下のものにアクセスできる。
ア　難病システム
イ　難病関連担当者電子会議室
ウ　その他業務で使用するシステム
（３）教育・研修等
　　　派遣元は、事前に業務上必要な基礎知識等を身につけるための教育・研修及び情報漏えい防止や個人情報の取り扱いに関する研修を行うこと。
　　　また、履行期間中においても、必要な教育や研修を実施する体制を整えること。

９　個人情報の保護
（１）派遣元は、本件労働者派遣業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記 
「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項」及び「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記仕様書」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。
（２）派遣労働者は、本件労働者派遣業務に従事する者（派遣労働者を含む。）に対して、特記事項を遵守させなければならない。
1０　秘密の保持
（１）派遣労働者は、本件労働者派遣業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は県の承認を受けないで資料等を第三者に閲覧させてはならない。
（２）派遣元は、派遣労働者に対して、（１）の規定を遵守させなければならない。
（３）県は、派遣労働者が（１）及び（２）の規定に違反し、県又は第三者に損害を与えた場合は、派遣労働者に対し、本件労働者派遣業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
（４）（１）から（３）までの規定は、本件労働者派遣業務に係る派遣期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
（５）県は、９の（２）の個人情報の保護及び（２）から（４）までの規定について、その趣旨を徹底するため、派遣労働者に対して誓約書の提出を求めることがある。
1１　その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、県と派遣元が協議して定める。
